
                                 
 
                               H29.5 産業保安室 

改正液石法省令等（料金透明化関連）の施行に伴う立入検査実施時の留意事項 

 
 
●法１４条書面に，以下ⅰ～ⅴ法定事項が明確に記載されているか確認する。

（立入検査表の １販売事業所－(1)書面の交付－⑤記載内容にもれはないか

－コ～セ に係る部分） 
 ⅰ液化石油ガスの価格の算定方法，算定の基礎となる項目及び算定の基礎と

なる項目についての内容の説明            【参考資料２ P7】 
  ※賃貸集合住宅等において，事業者の負担で設置した給湯設備，空調設備等

の費用を，ガス料金に含めて請求している場合，その費用を明確に記載す

る必要がある。（H29.6.1 の改正施行以降に義務付け） 
 ⅱ供給設備及び消費設備の所有関係          【参考資料２ P5】 
 ⅲ供給設備及び消費設備の設置，変更，修繕及び撤去に要する費用の負担の方

法                         【参考資料２ P6】 
 ⅳ販売事業者が所有する消費設備に係る，利用費及び徴収方法 

【参考資料２ P5，P7】 
 ⅴ販売事業者切り替え時において，配管（消費設備側）の所有権を消費者に移

転する場合の精算額の計算方法           【参考資料２ P6】 
 
●指上記事項について消費者に対して説明を行い，署名等が付された書面を残

しているか確認する。                【参考資料２ P12】 
 
●法料金の算定根拠を消費者に通知しているか確認する。（H29.6.1 の改正施行

以降に義務付け）                  【参考資料２ P14，P15】 
 
●１４条書面の様式によっては，ＬＰガスの種類やＬＰガスの引渡しの方法等

を別紙で通知している場合があるが，その場合には，別紙による通知を確実

に行っているか確認する。 
 
●１４条書面において，供給設備の記載が漏れていたり，供給設備の所有区分が

はっきりしていない（所有区分に〇がついていない等）事例が見受けられる

ため，記載内容に不備がないか確認する。 
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